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京
都
府
立
総
合
資
料
館
に
審
贈
さ
れ
た
陰
陽
少
允
若
杉
家
の
史
料
二
二
八

五
点
は
平
安
朝
以
来
の
陰
陽
道
宗
家
土
御
門
（
安
倍
）
氏
を
中
心
と
す
る
数

々
の
記
録
・
文
書
を
含
む
点
で
劃
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
今

後
、
日
本
の
陰
陽
道
史
研
究
が
飛
躍
的
に
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
が
、
今

回
、
そ
の
中
で
と
く
に
古
代
・
中
世
の
安
倍
・
賀
茂
両
陰
陽
家
の
活
動
を
伝

え
る
『
韻
事
略
決
』
『
小
反
閑
作
法
』
『
陰
陽
博
士
安
倍
孝
重
勘
進
記
』
『
祭

文
部
類
』
『
心
肝
抄
』
の
五
つ
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
、
成
立

・
編
…
著
者
・
史
料
的
価
値
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
い
、
斯
道
研
究
の
便

に
供
し
た
い
と
思
う
。

　
本
稿
作
成
や
発
表
に
つ
き
、
黒
川
直
則
・
橋
本
初
子
・
富
田
正
弘
の
諸
氏

ら
総
合
資
料
館
の
方
々
並
び
に
東
大
の
桃
裕
行
氏
か
ら
頂
い
た
御
援
助
に
対

し
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
こ
れ
ら
の
文
献
の
公
刊
も
そ
の
機

会
を
み
て
実
現
し
た
く
考
え
て
い
る
。

一
　
占
　
一
三
　
決

　
若
杉
本
は
嘗
内
庁
書
陵
部
本
と
同
じ
く
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
五
月

二
日
書
写
の
奥
書
が
あ
る
が
、
書
写
し
た
人
の
名
前
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

慶
長
十
五
年
と
い
え
ば
、
土
御
門
久
脩
が
流
罪
を
許
さ
れ
て
京
都
へ
戻
り
朝

廷
に
出
仕
し
て
か
ら
間
も
な
く
の
頃
で
近
世
陰
陽
道
再
興
の
時
期
に
あ
た
っ

て
お
り
、
再
興
の
一
環
と
し
て
土
御
門
家
最
秘
伝
書
の
一
つ
で
あ
る
本
書
が

幾
つ
か
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
本
文
に
つ
い
て
は
中
村
璋
八
氏
が
尊
経
閣
文
庫
・
京
都
大
学
図
書
館
所
蔵

の
本
を
始
め
と
し
て
諸
本
を
校
合
し
、
完
全
な
内
容
の
復
元
を
試
み
ら
れ
た

の
で
多
く
を
述
べ
る
必
要
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
尊
経
閣
文
庫
の
奥
書
に
あ

る
貞
応
六
年
の
年
号
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
発
表
し
て
お
き
た
い
。

　
従
来
、
貞
応
六
年
は
貞
癒
が
三
年
で
元
仁
（
一
一
ご
一
四
）
と
改
元
さ
れ
て
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い
る
た
め
六
年
は
誤
り
で
、
元
年
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
た
。

私
は
こ
れ
に
対
し
て
貞
応
は
正
油
の
誤
り
か
も
し
れ
な
い
と
の
説
を
出
し
て

お
い
た
（
拙
薯
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』
一
三
八
頁
）
。
こ
の
説
に
つ
い
て

以
下
少
し
く
敷
演
説
明
し
た
い
。
ま
ず
「
貞
」
と
「
正
」
は
音
が
相
近
く
、

こ
と
に
よ
る
と
正
を
「
ジ
ョ
ウ
」
と
読
む
読
み
ぐ
せ
か
ら
無
意
識
に
誤
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
正
応
は
六
年
八
月
五
日
に
永
仁
（
＝
一
九
三
）
と
改

元
さ
れ
て
お
り
、
尊
経
閣
文
庫
本
は
五
月
七
日
で
あ
る
か
ら
支
障
が
な
い
。

　
貞
応
元
年
と
正
応
六
年
で
は
実
に
七
十
一
年
の
開
き
が
あ
り
、
泰
統
の
書

写
の
年
代
も
大
分
変
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
も
し
泰
統
の
生
存
時
期
が
は

っ
き
り
し
て
お
れ
ば
、
貞
応
年
間
か
正
応
年
間
か
が
き
め
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。

幸
い
次
に
紹
介
す
る
『
小
馬
閑
作
法
』
と
題
す
る
鎌
倉
期
と
み
ら
れ
る
文
献

の
奥
書
に
、
安
倍
氏
代
々
の
伝
授
の
書
き
継
ぎ
が
あ
る
。
そ
の
中
で
泰
統
の

父
維
弘
が
建
長
二
年
（
＝
一
五
〇
）
六
月
二
十
三
日
、
大
蔵
大
輔
殿
自
筆
御

本
を
以
っ
て
書
写
し
、
同
年
七
月
一
日
さ
ら
に
加
点
し
て
書
写
を
補
っ
た
旨

を
の
べ
、
「
両
家
急
患
」
と
記
し
自
署
し
て
お
り
、
そ
の
あ
と
に
ま
た
「
受

家
説
了
」
の
文
と
泰
統
の
自
署
、
お
よ
び
十
六
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
る
旨
の

注
記
が
見
え
る
が
、
泰
統
の
伝
授
に
つ
い
て
は
年
月
B
が
全
く
な
い
。
従
っ

て
泰
統
が
十
六
歳
で
あ
っ
た
の
は
建
長
二
年
以
後
で
あ
っ
た
と
し
か
言
え
な

い
。
掌
り
に
建
長
工
年
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
誕
生
は
嘉
禎
元
年
（
一

二
三
五
）
と
な
る
わ
け
で
、
こ
れ
が
泰
統
生
存
の
上
限
で
あ
る
か
ら
、
何
れ

に
し
て
も
貞
応
年
間
に
は
ま
だ
生
れ
て
お
ら
ず
、
貞
応
六
年
を
元
年
と
す
る

説
は
無
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
正
応
六
年
は
無
理
な
く
受
け
入
れ
ら
れ

よ
う
。
他
方
、
二
項
五
代
の
先
祖
に
当
る
、
有
名
な
泰
親
の
殻
臼
霧
永
二
年

（一

齡
ｪ
三
）
よ
り
貞
応
元
年
ま
で
と
っ
て
み
て
も
僅
か
四
十
年
前
し
か
た

っ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
た
だ
け
で
も
貞
応
元
年
説
の
成
立
た
ぬ
こ
と
が
わ

か
ろ
う
。

二
　
小
反
閑
作
法

　
へ
ん
ぱ
い

　
反
閑
は
陰
陽
師
の
作
法
と
し
て
最
も
特
色
の
あ
る
も
の
で
、
も
と
申
国
で

は
道
教
で
悪
鬼
を
払
う
五
つ
の
作
法
の
一
つ
、
単
一
か
ら
出
た
と
い
う
。
今

回
発
見
さ
れ
た
も
の
は
巻
物
に
な
っ
て
い
る
が
、
軸
は
つ
け
て
な
く
、
最
初

の
部
分
は
破
れ
て
扉
も
な
い
。
「
小
反
閑
作
法
」
の
見
出
し
か
ら
し
か
見
ら

れ
な
い
の
で
、
仮
り
に
こ
の
書
名
を
つ
け
て
お
く
が
、
後
述
す
る
如
く
、
安

倍
氏
代
々
の
奥
書
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
ま
た
反
閑
に
関
連
し
た
様
々
の
作
法

の
メ
モ
風
の
断
片
的
書
付
け
が
切
り
継
が
れ
て
い
る
。
従
っ
て
部
分
的
に
は

異
っ
た
暗
代
の
筆
蹟
が
ま
じ
っ
て
い
る
が
、
主
要
部
は
鎌
倉
時
代
の
も
の
で

あ
る
。

　
次
に
そ
の
内
容
を
説
明
す
る
と
、
反
閑
は
ま
ず
出
て
ゆ
く
方
に
向
っ
て
玉

女
に
こ
れ
を
告
げ
、
五
気
（
木
金
火
水
土
）
を
観
想
し
、
天
鼓
を
三
度
打
ち
、

瞑
目
し
て
祈
念
す
る
。
そ
う
す
る
と
木
即
ち
青
気
が
左
耳
よ
り
出
て
青
龍
と
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な
り
、
左
に
在
り
、
金
即
ち
白
樫
は
右
茸
よ
り
出
で
化
し
て
白
虎
と
な
り
、

右
に
在
り
、
火
即
ち
赤
出
は
頂
よ
り
出
て
朱
雀
と
化
し
、
前
に
在
り
、
水
即

ち
黒
気
は
足
下
よ
り
出
て
玄
武
と
な
り
、
後
に
在
り
、
土
即
ち
土
気
は
口
中

よ
り
出
で
黄
耀
と
化
し
、
上
に
あ
る
。
次
に
五
種
の
究
（
棒
読
み
に
読
み
下

す
）
を
と
な
え
る
。

勧
請
究

　
　
お
ん

　
　
し
陰
陽
本
師
龍
樹
菩
薩
・
提
婆
菩
薩
・
弓
鳴
菩
薩
・
伏
義
・
神
農
・
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
や
く
こ
つ

　
　
帝
・
玄
女
・
玉
女
・
師
戯
・
天
上
・
所
伝
、
此
法
上
益
中
土
、
天
判
・

　
　
地
理
、
早
得
験
貴
、
急
々
如
律
令

天
門
叩
几

　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん
　
　
　

こ
ん
せ
い

　
　
六
甲
六
十
天
門
自
成
、
六
戊
六
己
天
門
自
開
、
六
甲
磐
垣
天
門
近
在
、

　
　
急
々
如
律
令

地
戸
毘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
い
　
　
　
　
　
　
　
し
こ
く
　
　
　
　
　
　
　
せ
ち

　
　
九
道
開
塞
々
直
々
々
、
有
来
追
我
者
從
此
極
乗
車
来
者
析
其
両
軸
、
騎

　
　
馬
来
者
、
暗
其
目
歩
行
来
者
、
瞳
其
足
掲
兵
来
者
、
令
自
伏
、
不
敢
起
明

　
　
星
北
斗
、
却
敵
万
里
追
我
不
日
、
牽
牛
漬
女
化
成
江
海
、
急
々
如
律
令

泣
女
呪

　
　
甲
上
玉
女
々
下
々
々
来
護
我
身
、
無
益
菖
鬼
中
傷
我
見
、
我
者
以
為
束

　
　
薪
、
独
開
我
門
自
愛
他
人
門
、
諸
々
如
律
令

刀
禁
門
（
刀
を
取
っ
て
碩
す
る
）

　
　
こ

　
　
吾
此
天
帝
使
者
所
使
執
持
金
刀
令
滅
不
祥
、
此
刀
非
凡
常
之
刀
、
百
練

　
　
之
鋼
此
刀
一
下
、
何
鬼
畜
走
何
病
不
愈
、
千
襲
爵
紐
解
伏
死
亡
、
吾
今

　
　
召
下
、
融
々
如
、
天
帝
太
上
老
君
律
令

四
縦
五
障
男
擦
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
う
　
　
　
ひ
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

　
　
四
縦
五
横
禺
為
除
道
、
虫
尤
・
避
兵
、
令
斎
周
遍
、
天
下
帰
還
故
年
、

　
　
吾
者
死
留
、
吾
者
亡
是
也
、
急
々
如
律
令

四三二一

五

山IX

七

八

九

1
馨くコ

採

u　1〈ll

ぎ7細
1／L一

至
孝

臼
虎

玄
武

朱
雀

魔
三
々
如
律
令

　
次
に
禺
歩
（
ウ
フ
と
振
仮
名
さ
れ
て
い
る
）
を
行
う
。
次
頁
（
原
本
に
忠

実
に
見
取
り
写
し
し
た
も
の
）
の
ご
と
く
左
足
は
五
歩
、
右
足
は
四
歩
を
出

す
。
こ
れ
は
天
の
九
星
神
を
勧
請
す
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

　
次
に
立
ち
留
ま
り
「
南
斗
北
斗
三
台
公
女
、
左
青
龍
避
万
兵
、
右
白
虎
避
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天
モ
　
　
　
　
　
　
天
心
　
　
　
　
天
気
　
　
　
天
勺

　
　
似
∪
，
　
残
量
曲
∪

　
　
懲
懲
歯

　
　
　
　
天
英
　
義
　

黍
。
　
　
天
衝

不
祥
、
前
朱
雀
避
口
舌
、
後
玄
武
避
農
繁
、
前
後
輔
翼
、

兇
を
と
な
え
る
。

か
ら
六
歩
進
み
「
利
貞
」
と
い
う
。

　
以
上
、
反
閑
作
法
に
続
き
、

一
緒
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

勧
請
叩
几
　
こ
れ
は
前
出
の
も
の
と
同
じ
、

　
お
む
よ
う

　
陰
陽
…
…
」
と
あ
る
。

刀
禁
兇
　
こ
れ
も
前
出
の
も
の
と
同
じ
、

　
冤
急
々
如
律
令
」
が
加
わ
る
。

護
身
印
児
　
　
（
大
指
、

　
　
南
元
天
岡
八
万
四
千
神
王
、

　
　
そ
　
は
　
か

　
　
裟
婆
呵
（
三
反
）

四
門
四
角
印
発

究
し
終
っ
て
左
足
か
ら
六
歩
進
み
「
元
亨
」
、

出
レ
だ

蘭
∪
肖
∪
牌
D
左

　
　
　
　
　
世
銀

　
　
　
　
急
々
如
律
令
」
の

　
　
　
　
　
　
　
ま
た
右
足

護
身
法
が
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
反
閑
の
際

　
　
様
々
の
叩
ル
が
あ
り
左
に
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
む

　
　
　
　
但
し
最
初
の
書
き
出
し
に
「
南
護

但
し
最
後
に
「
掌
中
符
天
岡
魔
嚴

無
名
指
を
も
っ
て
印
相
を
つ
く
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ

　
　
　
　
九
々
八
十
一
潰
能
伊
濱
能
摩
尼
羅
涙
也
、

　
　
　
　
　
　
（
こ
の
印
相
は
小
指
と
小
指
を
よ
り
合
わ
せ
、
人
指
ゆ
び

と
人
指
ゆ
び
を
よ
り
合
わ
せ
て
大
指
と
中
指
と
薬
指
を
一
つ
に
会
わ
せ
る

が
、
左
手
の
指
を
上
に
す
る
）

お
ん晦

大
逢
能
王
通
皇
如
来
、
急
々
切
々
裟
函
嶺

飛
火
雷
電
印
男
　
　
（
印
相
は
人
指
ゆ
び
、
中
指
、
三
反
ま
わ
す
、
男
は
順
、

　
女
は
逆
と
あ
る
）
飛
火
却
々
印
四
門
四
角
印
上
下
晦
微
真
行
口
々
娑
婆
呵
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
た
　
　
　
は
　
か

　
悪
魔
停
正
印
兇
、
晦
吃
哩
々
々
咋
発
呪
娑
聴
呵
、
被
甲
護
身
印
児
、
晦
阿

　
　
き
や
　
　
　
そ
は
か

　
多
伽
羅
也
渉
呵
　
　
こ
の
あ
と
に
左
の
奥
書
が
あ
る
。

　　

g
四
身
三
月
昔
醸
反
罪
護
法

　
　
授
習
三
郎
大
夫
泰
弘
朝
臣
了
虚
器
怯
五
歳
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
自
筆
本
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雅
楽
常
在
判

　
　
奥
書
一
群
錐
有
虫
損
之
間
不
能
書
写

　
　
晶
建
長
二
年
六
目
月
乱
μ
一
二
日
以
大
蔵
大
拙
醜
…
殿

　
　
自
筆
御
本
燧
書
写
早
　
家
之
秘

本
道
之
実
物
也
、
更
二
不
可
有
高
見

者
也
　
　
　
　
　
　
匠
作
歩
　
安
倍
維
弘

同
年
七
月
朔
日
委
藁
薦
裏
之
内
写
了

干
時
涼
風
漸
隠
窓
竹
野
巳

受
家
説
了
　
　
　
　
　
　
　
　
安
倍
維
弘
（
花
押
）

　　

@　

@　

�
F
説
畢
安
倍
泰
璽
花
押
）
轍

延
慶
二
年
撒
鰍
三
月
廿
一
日
甲
辰
以
家
秘
説
授

泰
緒
詑
　
生
年
二
七
歳
也
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改
泰
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
正
四
位
下
行
権
天
文
博
士
安
倍
朝
臣
（
花
押
）

　
　
建
武
四
年
四
寒
月
誉
庚
子
授
秘
説

　
　
於
泰
宣
詑

　
　
　
　
　
　
　
従
四
位
上
行
陰
陽
頭
安
倍
朝
臣
（
花
押
）

　
　
寛
正
二
年
三
月
十
五
日

　
　
従
二
品
有
遷
御
説
　
醐
繊
曜
簾
蝦
出
撃
艦
寒

　
　
　
　
　
　
　
正
四
位
下
行
陰
陽
権
助
兼
大
膳
大
夫
安
倍
朝
臣
（
花
押
）

多
数
の
書
継
ぎ
が
あ
っ
て
複
雑
で
あ
る
が
、
こ
の
奥
書
を
最
初
に
書
い
た
の

は
安
倍
維
弘
で
あ
ろ
う
。
仁
平
四
年
（
1
1
久
寿
元
年
、
　
一
一
五
四
）
に
雅
楽

頭
（
泰
親
）
か
ら
泰
弘
（
泰
茂
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
に
伝
授
し
た
旨
の
奥
書

あ
る
大
蔵
大
輔
自
筆
本
を
維
弘
が
建
長
二
年
（
＝
一
五
〇
）
六
月
二
十
三
日

に
書
写
し
た
の
が
こ
の
『
小
越
閑
作
法
』
で
あ
る
。
但
し
こ
こ
に
、
奥
書

は
も
っ
と
あ
る
が
虫
損
で
写
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
あ
っ
て
、
大
蔵
大
輔
本

は
元
来
他
に
も
奥
書
の
部
分
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
蔵
大
輔
と
は
母
親
か

ら
伝
授
さ
れ
た
三
男
泰
茂
に
当
る
と
思
わ
れ
（
泰
弘
の
名
で
は
系
図
に
出
な

い
）
、
陰
陽
大
允
、
大
蔵
大
輔
従
四
位
下
に
至
っ
て
い
る
。
泰
茂
か
ら
泰
忠

・
泰
俊
を
へ
て
維
弘
の
代
に
な
る
が
、
こ
の
間
の
伝
授
奥
書
は
虫
損
で
読
め

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
維
弘
は
七
月
一
日
の
奥
書
の
あ
と
に
「
受
家
説

了
」
と
し
て
自
署
し
た
が
、
そ
の
子
泰
統
に
つ
い
て
は
「
全
家
革
製
」
の
年

月
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
あ
と
別
の
白
紙
を
継
ぎ
、
次
の
延
慶
二
年

（
＝
二
〇
九
）
以
下
の
奥
書
が
あ
る
。
延
慶
二
年
、
泰
緒
に
伝
授
し
た
正
四

位
下
行
権
天
文
博
士
安
倍
朝
臣
は
位
階
と
官
職
か
ら
み
て
長
親
に
宛
て
る
他

な
い
。
こ
の
人
は
次
の
建
武
四
年
（
＝
二
三
七
）
泰
宣
に
伝
授
し
た
従
四
位

上
行
陰
陽
頭
安
倍
朝
臣
（
泰
世
）
の
父
に
他
な
ら
な
い
。
泰
緒
は
長
親
か
ら

伝
授
さ
れ
乍
ら
、
織
部
正
・
民
部
少
允
に
止
ま
り
遁
世
し
た
ら
し
く
、
そ
の

あ
と
は
絶
え
た
。
折
角
の
伝
授
も
空
し
く
、
改
め
て
秘
伝
は
長
親
の
子
泰
世

に
与
え
ら
れ
泰
世
か
ら
泰
宣
に
伝
っ
た
。
延
慶
二
年
・
建
武
四
年
二
度
の
伝

授
奥
書
は
一
筆
で
あ
る
か
ら
、
建
武
四
年
に
ま
と
め
て
書
い
た
か
、
つ
ぎ
の

寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）
に
延
慶
二
建
武
の
伝
授
奥
書
を
一
緒
に
写
し
て
書

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
寛
正
二
年
、
泰
清
に
授
け
た
正
四
位
下
行
陰
陽
権
助

兼
大
膳
大
夫
安
倍
朝
臣
に
つ
い
て
は
誰
で
あ
る
か
確
め
え
な
い
。
「
従
二
品

有
郷
御
説
」
と
あ
る
専
有
郷
（
有
清
）
は
『
系
図
纂
要
』
に
、
長
禄
二
年

（一

l
五
八
）
従
二
位
、
寛
正
五
年
六
月
麗
と
し
て
い
る
か
ら
、
寛
正
二
年

に
は
生
存
し
て
い
る
が
、
位
階
が
遙
に
違
い
、
父
か
ら
直
接
伝
授
し
た
の
で

は
な
い
ら
し
く
、
さ
り
と
て
目
下
の
と
こ
ろ
こ
の
位
階
・
官
職
に
該
思
す
る

人
物
は
見
嶺
ら
な
い
。
因
み
に
泰
清
は
藍
瓶
と
も
い
い
、
天
文
博
士
・
陰
陽

頭
で
、
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
正
三
位
、
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
十
二

月
十
四
日
死
歯
し
た
。
次
頁
に
泰
親
一
泰
茂
流
の
系
図
を
示
す
（
○
印
は
右

に
名
前
を
出
し
た
人
物
）
。
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む

泰
親
⊥
養
－
泰
忠
］

の
高
鷲
に
秘
伝
と
し
て
伝
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

と
に
先
祖
泰
親
ま
た
は
そ
れ
以
前
か
ら
と
思
わ
れ
る
秘
伝
を
断
片
的
に
記
し

た
も
の
が
継
ぎ
足
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず

　
　
久
寿
二
年
二
月
八
日
巳
時
許
、
於
不
審
事
者
所
構
習
取
也
、
然
者
此
本

　
　
高
名
本
□
敢
不
可
及
他
見
之
由
度
々
所
被
仰
也
、
干
零
墨
年
十
六
歳
也

と
あ
る
予
は
前
掲
奥
書
は
じ
め
の
と
こ
ろ
に
あ
る
泰
弘
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

次
に
印
を
結
ぶ
た
め
指
の
組
み
合
せ
に
つ
い
て
の
メ
モ
風
の
短
文
二
つ
が
記

さ
れ
、
次
に
、
護
身
法
の
本
文
に
は
秘
説
口
伝
な
く
、
こ
の
通
り
で
あ
る
こ

と
、
仁
平
四
年
十
一
月
一
日
に
習
い
始
め
た
が
、
こ
の
日
は
自
分
の
衰
日
に

当
る
こ
と
を
述
べ
、
欝
欝
五
宮
の
男
は
こ
れ
を
労
し
た
あ
と
、
こ
の
図
を
地

上
に
書
き
、
そ
の
上
を
踏
ま
ぬ
よ
う
飛
び
越
え
る
こ
と
を
す
る
が
、
反
閑
の

際
は
飛
び
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
荒
神
祭
・
雷
公
祭
は
い
ま
は
絶
え
て

し
ま
っ
た
、
九
星
等
閑
と
い
う
も
の
は
保
憲
以
後
伝
わ
ら
な
い
等
断
片
的
書

付
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
は
泰
弘
の
メ
モ
で
あ
り
、
維
弘
の
書
写
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

一
泰
俊
－
維
弘
一
泰
統
一
維
俊
一
泰
緒
（
綱
）

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
泰
盛
一
有
弘
－
長
淵
－
泰
世
一
泰
宣
一
一
茂
…
七
三
－
有
郷
（
清
）
i

　
　
　

　
泰
清
（
有
畑
）

『
小
帯
閑
作
法
』
と
称
す
る
一
巻
は
以
上
の
通
り
で
、
泰
親
の
三
男
泰
茂
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
あ

三
　
陰
陽
博
士
安
倍
孝
重
勘
進
士

　
本
書
は
禁
忌
を
主
と
す
る
陰
陽
道
の
各
種
の
心
得
を
古
来
の
典
籍
よ
り
抜

き
出
し
て
列
挙
説
明
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
平
安
朝
以
来
の
行
幸
・
御
幸
・

勅
使
・
慶
賀
・
社
寺
造
営
修
理
・
法
会
供
養
等
、
朝
廷
関
係
の
出
来
事
の
吉

例
、
禁
忌
に
ふ
れ
た
例
を
類
別
し
掲
げ
た
も
の
で
、
本
来
の
正
式
の
書
名
は

前
群
の
た
め
知
り
え
な
い
。
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
は
、

　
　
右
依
院
宣
勘
申
如
件
、
承
元
四
年
八
月
　
日
　
従
四
位
上
行
主
計
頭
兼

　
　
陰
陽
博
士
安
倍
朝
臣
孝
重

の
奥
書
に
よ
り
、
鎌
倉
初
期
の
編
著
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
書
名
が
つ
け
ら
れ
た
。
従
来
本
書
は
東
大
史
料
編
纂
所
本
が
知
ら
れ
て

い
た
が
、
こ
れ
は
江
戸
中
期
の
写
本
で
あ
る
の
に
対
し
、
若
杉
家
本
は
筆
蹟

か
ら
も
鎌
倉
期
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
点
で
注
目
す
べ
く
、
そ
の
上
後
述
の

よ
う
に
内
容
も
両
本
大
ぎ
く
喰
い
ち
が
っ
て
い
る
の
で
一
層
そ
の
価
値
は
高

い
。
孝
重
は
季
弘
の
子
、
泰
親
の
孫
に
当
る
。
続
群
書
類
従
本
「
安
倍
氏
系

図
」
で
は
掘
乱
頭
主
計
頭
陰
陽
博
士
陰
陽
権
助
密
奏
正
四
下
と
あ
り
、
『
系

図
必
要
』
で
は
右
京
亮
の
職
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
以
下
両
本
夫
々
の
内

容
に
つ
い
て
述
べ
た
上
、
そ
の
比
較
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

　
若
杉
本
は
も
と
巻
子
本
で
あ
っ
た
の
が
折
本
に
改
造
さ
れ
、
現
在
五
冊
に

な
り
、
渋
皮
紙
で
表
装
さ
れ
て
い
る
。
紙
の
上
下
に
、
界
線
と
縦
の
罫
線
が
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引
か
れ
、
そ
の
間
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
折
本
の
改
造
が
い
つ
行
わ
れ
た

か
定
か
で
な
い
が
、
近
世
で
あ
ろ
う
。
第
一
冊
は
二
十
一
枚
、
第
二
冊
は
十

七
枚
、
第
三
冊
は
十
九
枚
、
第
四
冊
は
十
四
枚
、
第
五
冊
は
三
枚
の
紙
が
継

い
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
継
ぎ
具
合
は
内
容
か
ら
判
断
し
て
明
か
に
間
違
っ

て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
も
と
の
巻
子
本
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
の
を
後
世
つ

な
い
で
復
元
す
る
と
き
誤
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
五
需
に
な
っ
た
折
本
も
そ
の

順
序
が
明
ら
か
で
な
く
（
第
一
－
第
五
冊
の
順
は
資
料
館
で
便
宜
上
、
つ
け

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
）
、
前
記
承
元
四
年
（
＝
二
〇
）
八
月
云
々
の
奥
書

は
第
一
冊
に
見
え
る
か
ら
こ
の
第
一
冊
は
最
も
あ
と
に
く
る
部
分
で
あ
る
。

内
容
に
移
る
と
第
一
冊
は
陰
陽
不
滞
日
入
内
例
、
滅
門
日
・
大
禍
日
・
狼
籍

日
・
八
専
日
直
の
仏
事
例
、
堂
塔
供
養
日
例
（
供
養
例
が
第
一
冊
の
半
分
を

占
め
る
）
。
第
二
冊
は
朝
日
行
幸
賃
の
例
、
諸
社
行
幸
日
例
。
第
三
冊
は
神

事
日
の
例
（
奉
幣
使
・
神
社
御
幸
）
、
獄
衣
・
剃
髪
慣
例
、
五
十
日
百
日
真

菜
日
例
、
御
書
始
日
葡
、
元
服
著
袴
日
葡
、
朝
曇
行
幸
事
例
。
紙
背
に
は
順

徳
天
皇
か
ら
後
醍
闘
天
皇
ま
で
歴
代
、
文
徳
天
皇
か
ら
後
朱
雀
天
皇
ま
で
の

歴
代
の
御
元
服
例
、
後
堀
河
・
四
こ
口
後
深
草
天
皇
の
御
書
始
日
の
例
が
追

記
さ
れ
て
い
る
。
第
四
冊
は
神
事
日
空
（
奉
幣
使
出
発
日
例
）
、
仏
事
法
要

日
例
、
第
五
冊
は
行
事
の
例
は
全
く
な
く
、
王
相
方
・
方
違
・
木
作
・
立
柱

・
並
屋
等
に
つ
い
て
の
吉
方
・
禁
忌
な
ど
の
説
明
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
量

的
に
み
る
と
第
一
冊
が
最
も
多
く
、
第
五
冊
の
七
倍
、
第
四
冊
の
二
倍
で
、

第
二
冊
は
第
一
柵
の
三
分
の
二
、
第
三
冊
は
第
一
冊
の
七
分
の
六
あ
る
。
既

述
の
如
く
、
紙
の
継
ぎ
方
に
誤
り
が
あ
っ
て
記
事
が
続
か
な
い
と
こ
ろ
が
認

め
ら
れ
、
例
え
ば
第
一
冊
、
堂
塔
供
養
は
明
か
に
中
程
で
順
序
が
錯
乱
し
て

い
る
。
ま
た
重
複
の
記
事
が
目
立
ち
、
叢
書
行
幸
日
例
に
つ
い
て
は
第
二
冊

と
第
三
冊
、
神
事
例
に
つ
い
て
は
篤
学
日
興
事
例
、
五
墓
日
神
事
例
が
第
三

冊
と
第
四
冊
で
、
君
門
日
・
大
禍
日
・
狼
籍
日
・
八
専
日
仏
事
例
は
第
一
冊

と
第
四
冊
で
重
複
し
て
い
る
。
全
五
冊
を
通
じ
重
複
し
た
部
分
は
約
十
分
の

一
で
、
こ
れ
だ
け
量
的
に
は
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
こ
の
安
倍

孝
重
の
勘
進
記
は
可
成
り
内
容
が
混
乱
し
て
い
る
の
で
こ
れ
を
原
本
の
形
に

近
づ
け
る
の
は
容
易
で
な
い
が
、
上
述
各
冊
に
つ
い
て
示
し
た
項
目
を
手
が

か
り
に
私
が
推
定
し
た
と
こ
ろ
を
大
ま
か
に
示
す
と
、
若
杉
本
は
陰
陽
不
将

日
入
内
例
が
始
め
に
来
て
、
以
下
、
著
衣
剃
髪
日
鋼
、
五
十
日
百
日
真
菜
日

例
、
御
書
始
晶
晶
、
御
元
服
着
袴
日
切
、
朝
槻
行
幸
日
誌
、
諸
社
行
幸
日
例
、

神
事
日
の
例
、
仏
事
法
要
日
の
例
、
堂
塔
供
養
日
例
、
そ
し
て
吉
方
・
禁
忌

等
の
説
明
の
み
の
部
分
と
い
っ
た
順
序
に
な
る
か
と
思
う
。
冊
の
番
号
で
い

え
ば
、
第
一
冊
（
一
部
分
）
i
第
三
冊
（
一
部
分
）
一
門
二
冊
－
第
三
冊
（
一

部
分
）
－
第
一
冊
（
一
部
分
）
一
第
五
冊
の
順
に
な
る
。
（
実
は
以
上
の
う
ち

第
五
冊
だ
け
は
内
容
か
ら
み
て
他
の
冊
と
は
別
の
本
と
み
ら
れ
る
。
）
そ
れ

に
し
て
も
最
初
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
で
も
ど
れ
位
原
本
に
近
く
な

っ
た
か
疑
問
で
あ
る
し
、
璽
複
部
分
が
あ
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
若
杉
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本
は
草
稿
本
で
、
充
分
整
理
さ
れ
た
形
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ

れ
る
。

　
そ
こ
で
次
に
史
料
本
の
説
明
に
移
る
。
そ
の
体
裁
は
上
下
二
巻
の
冊
子
に

な
っ
て
お
り
、
下
巻
の
終
り
に
、

　
　
右
二
巻
蒙
中
書
王
難
永
之
恩
許
而
手
写
尤
希
有
珍
記
也
、
可
秘
套
、

　
　
抑
件
古
本
歴
世
之
間
往
々
散
失
、
歎
有
余
、
後
昆
適
得
得
類
本
宜
補
之

　
　
夷
、
右
京
権
大
夫
賀
茂
県
主
清
茂

と
あ
り
、
上
賀
茂
祉
の
社
家
で
あ
る
賀
茂
清
茂
が
伏
見
宮
邦
題
親
王
の
所
蔵

さ
れ
る
本
を
写
し
た
の
で
江
戸
中
期
の
写
本
で
あ
る
。
こ
の
奥
書
に
あ
る
よ

う
に
、
清
茂
が
写
し
た
も
の
は
完
黍
で
な
く
所
々
散
失
し
て
お
り
、
内
容
全

体
が
正
し
い
順
序
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
、
こ
の
点
蓋
杉
本
も

同
様
で
あ
る
。
上
巻
の
始
め
に
目
次
が
上
下
二
巻
に
わ
た
っ
て
つ
け
て
あ
る

が
、
こ
れ
は
「
陰
陽
博
土
安
倍
孝
重
勧
進
記
」
の
外
題
と
共
に
清
茂
が
便
宜

上
つ
く
っ
だ
も
の
で
、
原
本
に
は
共
に
な
か
っ
た
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
察

す
る
に
彼
が
借
用
し
て
写
し
た
伏
見
宮
本
も
か
な
り
不
完
全
な
乱
丁
本
で
あ

り
、
彼
が
適
当
に
整
理
し
、
順
序
を
立
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鼠
次
を
作
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
而
も
上
下
両
翼
と
も
終
り
に
奥
書
が
あ
っ
て
下
巻
の

方
は
若
杉
本
と
全
く
同
じ
で
あ
る
が
、
上
巻
の
方
は
丞
兀
四
年
八
月
日
と
あ

る
と
こ
ろ
を
承
元
四
年
九
月
五
日
半
し
て
い
る
。
上
巻
の
方
が
下
巻
よ
り
年

月
日
が
遅
く
、
こ
の
辺
に
も
す
で
に
前
後
の
錯
乱
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

（
若
杉
本
に
は
九
月
五
黛
の
奥
書
は
な
い
。
）
内
容
の
大
体
を
述
べ
る
と
、
上

巻
で
は
実
例
の
列
挙
が
少
く
、
大
方
、
各
種
禁
忌
の
説
明
と
陰
陽
書
の
引
用

文
並
に
吉
凶
に
関
す
る
歳
、
月
、
日
の
列
挙
で
あ
る
。
そ
の
項
類
を
示
す
と
、

　
　
当
梁
年
事
、
五
星
所
在
月
事
、
金
神
七
等
方
事
、
大
将
軍
方
事
、
空
方

　
　
方
違
事
、
課
方
犯
土
造
作
忌
無
事
、
大
将
軍
遊
行
方
事
、
件
方
犯
土
造

　
　
作
平
否
否
難
事
、
王
相
方
事
、
目
方
方
違
事
、
土
用
事
、
天
一
方
事
、

　
　
太
白
方
事
、
五
公
出
遊
方
事
、
八
卦
指
事
、
同
方
士
方
違
事
、
同
方
忌

　
　
否
薯
、
犯
土
造
作
吉
日
、
難
論
日
、
野
南
月
計
、
立
論
無
事
、
可
潭
月

　
　
事
、
継
軍
事
、
犯
土
壁
土
気
事
、
立
中
吉
日
、
堀
井
吉
、
可
平
日
、
立

　
　
倉
吉
日
、
立
厩
吉
日
、
造
神
社
事

案
に
少
し
事
例
が
並
べ
ら
れ
る
。

　
　
朱
雀
日
造
神
社
例
、
白
虎
足
日
例
、
星
野
丼
午
日
例
、
寅
遅
日
例
、
九

　
　
月
修
造
例
、
造
御
願
寺
日
次
例
、
男
柱
上
棟
日
例
、
移
徒
吉
日
例
、
白

　
　
虎
足
日
例
、
玄
戌
日
例
、
可
社
日
、
青
龍
頭
屋
例
、
青
耀
足
日
例
、
天

　
　
季
上
例
、
厭
厭
対
日
例
、
忌
遠
行
日
例
、
火
曜
日
例
、
不
入
吉
日
例
、

　
　
御
物
忌
日
例
、

次
に
勘
申
の
文
書
五
通
あ
り
、
即
ち
長
久
二
年
（
一
〇
四
一
）
十
二
月
十
五

日
付
安
倍
時
親
、
長
久
四
年
三
月
十
六
日
、
安
倍
時
親
・
巨
勢
孝
秀
、
康
和

二
年
（
一
一
〇
〇
）
六
月
六
日
、
大
中
臣
光
俊
・
賀
茂
語
言
、
文
治
四
年

（一

齡
ｪ
八
）
十
二
月
五
日
、
賀
茂
機
宜
・
安
倍
季
弘
の
勘
申
し
た
も
の
と
、
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人
名
・
年
月
日
欠
の
一
通
で
あ
る
。
下
巻
に
入
る
と
、
最
初
に
「
已
上
散

失
」
と
あ
っ
て
、
前
欠
の
部
分
か
ら
始
ま
り
、
文
中
七
ヵ
所
に
わ
た
り
、
「
此

間
散
失
」
の
箇
所
が
あ
っ
て
空
白
部
に
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
史
料
本
で
は
下

巻
の
部
分
に
混
乱
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
八
つ
の
断

片
部
分
を
賀
茂
清
茂
が
順
序
を
つ
け
て
並
べ
た
も
の
で
、
こ
の
順
序
が
す
べ

て
正
し
い
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
第
一
の
断
片
は
神
事
例
、
第
二
の
断

片
は
仏
事
吉
日
例
、
第
三
の
断
片
は
行
幸
に
関
し
五
墓
日
・
八
三
日
・
六
申

聖
日
・
御
忌
日
・
御
物
忌
日
の
例
と
諸
社
行
幸
の
厭
厭
対
日
例
（
実
例
は
欠

逸
し
て
な
い
。
）
を
含
む
。
第
四
の
断
片
は
諸
社
御
幸
例
の
う
ち
、
厭
廠
対

日
例
・
道
虚
日
例
・
牲
亡
日
例
で
あ
る
。
第
五
の
断
片
は
神
社
御
幸
の
四
不

出
日
例
・
御
衰
日
例
の
部
分
と
（
こ
れ
に
続
く
の
か
ど
う
か
疑
問
だ
が
）
上

皇
の
仏
寺
御
物
詣
家
例
、
次
に
　
（
こ
れ
も
原
本
通
り
に
続
く
も
の
か
疑
問

の
）
音
楽
吉
日
、
可
暉
臼
、
初
参
日
等
の
説
明
あ
り
、
次
に
公
家
の
任
官
・

拝
賀
日
誌
と
な
る
。
第
六
の
断
片
は
入
内
の
例
（
陰
陽
不
将
日
例
）
が
あ
っ

て
産
業
雑
事
目
、
母
屋
庇
間
事
、
切
鵬
緒
事
、
沐
浴
吉
日
等
に
関
す
る
吉
日

が
示
さ
れ
る
。
第
七
の
断
片
は
法
会
・
読
経
の
例
に
続
き
、
堂
塔
供
養
日
の

例
、
第
八
の
断
片
は
堂
塔
供
養
臼
の
例
（
第
七
の
断
片
に
は
続
か
な
い
）
の

あ
と
諸
寺
修
造
間
当
禁
忌
方
時
被
仰
黒
影
家
例
、
安
倍
季
弘
勘
申
文
の
断
片

が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
ざ
っ
と
両
本
の
内
容
を
大
体
説
明
し
て
く
る
と
ほ
ぼ
要
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、

史
料
本
上
巻
の
禁
忌
の
説
明
、
陰
陽
書
の
引
用
、
吉
凶
日
の
列
挙
等
、
い
わ

ば
理
論
的
部
分
が
、
殆
ん
ど
若
杉
本
に
は
欠
け
て
い
て
、
僅
か
に
第
五
冊
目

の
三
枚
の
紙
を
継
い
で
記
さ
れ
た
も
の
が
断
片
的
に
遺
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
史
料
本
下
巻
で
は
前
欠
と
七
か
駈
の
空
白
（
散
失
）
部

は
若
杉
本
か
ら
可
成
り
埋
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
方
、
若
杉
本
で
も
欠
落

部
分
が
四
か
所
あ
っ
て
、
史
料
本
に
よ
り
こ
れ
を
埋
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
埋

め
ら
れ
る
分
量
は
史
料
本
か
ら
の
方
が
少
く
、
史
料
本
に
対
す
る
若
杉
本
か

ら
の
埋
め
記
事
は
遙
に
多
い
。
ゆ
え
に
下
巻
の
部
分
は
若
杉
本
の
方
が
記
事

が
多
く
遺
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
わ
け
で
両
者
を
合
わ
せ
れ
ば
余
程
原
本
に
近
づ
け
ら
れ
る
が
、

な
お
記
事
の
順
序
が
両
者
を
つ
き
合
わ
せ
て
も
、
ど
う
調
整
す
べ
き
か
判
断

に
迷
う
箇
所
が
あ
り
、
こ
れ
は
内
容
を
充
分
検
討
し
た
上
で
順
序
を
正
す
他

な
い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
史
料
本
は
賀
茂
清
茂
が
自
分
の
判
断
で
伏
見
宮
家

の
乱
丁
本
に
順
序
を
つ
け
た
上
、
清
書
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
伏
見
宮
家

本
の
原
状
が
は
っ
き
り
せ
ず
残
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
若
杉
本
は
朝
廷
に

献
上
し
た
艶
本
に
近
い
颪
影
を
部
分
的
に
示
し
て
い
る
の
で
、
価
値
は
高
い

が
、
上
述
の
ご
と
く
重
複
部
分
が
あ
る
の
で
、
単
に
前
後
の
混
乱
ぽ
か
り
で

な
く
、
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
未
完
成
の
下
書
と
い
っ
た
性
格
が
酒
取
さ
れ
る

の
で
、
こ
の
点
に
問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
既
述
の
通
り
史

料
本
に
二
つ
の
異
っ
た
年
紀
あ
る
奥
書
が
あ
る
の
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
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ま
ず
両
本
と
も
に
あ
る
八
月
日
の
奥
書
に
つ
い
て
、
若
杉
本
（
第
一
冊
）
は
、

　
　
久
寿
三
年
四
月
二
十
九
日
庚
子
被
供
養
高
野
大
塔
…
…
被
寄
島
国
司
之

　
　
条
無
強
国
鰍
云
女

の
す
ぐ
あ
と
に
こ
の
奥
書
が
記
さ
れ
て
お
る
の
に
対
し
史
料
本
（
下
巻
）
は
、

　
　
建
久
七
年
十
二
月
十
九
日
大
膳
権
大
夫
安
倍
朝
臣
季
弘
、
已
上
遷
御
内

　
　
裏
井
離
宮
之
時
作
法
如
此

云
々
の
一
連
の
記
事
の
あ
と
に
奥
書
が
く
る
。
し
か
し
繰
返
え
す
ご
と
く
、

史
料
本
は
賀
茂
清
茂
が
私
見
を
以
て
順
序
を
立
て
筆
写
し
た
た
め
、
こ
の
奥

書
の
位
置
づ
け
に
は
見
聞
が
あ
る
。
実
は
こ
の
「
建
久
七
年
」
以
下
の
記
事

は
、
同
じ
く
史
料
本
（
上
巻
）
の
最
後
、
九
月
五
日
付
の
奥
書
の
直
前
に
お

か
れ
て
い
る
　
「
立
付
御
山
遺
行
作
事
鰍
、
久
寿
三
年
四
月
廿
九
日
」
云
々

の
一
連
の
記
事
と
入
れ
か
わ
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
若
杉
本
（
第
一

冊
）
を
み
る
と
、
こ
の
「
丁
付
御
山
被
行
作
事
歎
」
ま
で
の
文
は
「
諸
寺
修

造
間
当
禁
忌
方
時
被
仰
付
票
家
例
」
の
見
出
し
の
下
に
並
べ
ら
れ
た
事
例
の

最
後
の
文
に
相
当
す
る
の
で
、
そ
の
次
に
叙
上
、
「
久
寿
三
年
四
月
昔
九
日
」

に
始
ま
る
高
野
大
塔
の
記
事
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
八
月
日
の
奥
書
が
付
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
建
久
七
年
」
以
下
一
連
の
記
事
は
史
料

本
（
上
巻
）
の
最
後
の
記
事
と
す
べ
く
、
蒲
も
そ
の
一
連
の
記
事
中
、
初
出

の
「
建
久
七
年
…
…
安
倍
朝
臣
季
弘
」
ま
で
の
一
行
は
そ
の
前
の
「
勘
申
渡

御
三
条
殿
作
法
事
」
と
題
す
る
勘
斑
文
の
最
後
の
部
分
に
相
当
す
る
。
つ
ま

り
賀
茂
清
茂
が
上
巻
と
し
て
い
る
終
り
の
部
分
に
は
内
裏
や
離
宮
遷
御
の
時

の
作
法
に
つ
い
て
の
勘
古
文
を
集
め
て
掲
載
し
（
上
に
、
上
巻
の
内
容
を
説

明
し
た
と
こ
ろ
に
も
勘
申
の
文
書
五
通
に
つ
い
て
そ
の
年
月
日
、
陰
陽
師
の

人
名
を
示
し
て
お
い
た
。
そ
し
て
終
り
の
年
月
日
、
人
名
欠
米
の
一
通
と
し

て
お
い
た
の
が
こ
の
「
建
久
七
年
…
…
安
倍
季
弘
」
の
一
条
に
相
当
す
る
の

で
あ
る
。
）
そ
の
総
括
的
説
明
と
し
て
巳
上
遷
御
内
裏
並
離
宮
之
時
作
法
」

云
々
の
数
行
に
わ
た
る
記
事
が
く
る
の
で
あ
る
。
九
月
五
日
付
の
奥
書
は
そ

の
あ
と
へ
置
か
ざ
る
を
え
な
い
。

　
か
く
し
て
二
つ
の
奥
書
が
あ
る
べ
き
位
置
は
大
体
見
当
が
つ
い
た
の
で
あ

る
が
、
二
つ
あ
る
以
上
、
清
茂
が
上
巻
・
下
巻
と
し
た
二
本
は
そ
れ
ぞ
れ
別

個
の
も
の
と
し
て
朝
廷
に
勘
申
さ
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
下
巻
の
方

が
先
に
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
私
は
両
巻
を
見
通
し
て
み

て
体
裁
上
気
に
な
る
の
は
最
初
の
内
容
説
明
で
も
ふ
れ
た
通
り
、
下
巻
が
殆

ん
ど
事
例
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
、
上
巻
は
各
種
禁
忌
の
説
明
以
下

理
論
的
部
分
が
約
三
分
の
二
を
占
め
、
事
例
は
約
三
分
の
一
に
止
ま
る
。
最

後
の
日
付
の
奥
書
が
上
巻
が
先
で
下
巻
が
後
な
ら
問
題
は
な
い
が
、
事
実
は

逆
で
あ
る
の
で
私
は
上
巻
の
体
裁
が
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
憶
測
す

る
に
安
倍
孝
重
が
朝
廷
へ
提
出
し
た
正
式
の
も
の
　
（
こ
れ
を
原
本
と
考
え

る
）
は
禁
忌
吉
凶
に
関
す
る
陰
陽
家
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
考
え
を
ま
と
め

た
理
論
的
一
巻
と
事
例
の
み
を
ま
と
め
た
一
巻
の
二
種
の
本
に
な
っ
て
お
り
、
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事
例
の
み
の
方
は
若
杉
本
で
囲
か
な
如
く
承
元
四
年
八
月
に
勘
申
し
、
理
論
墜

的
な
方
は
同
年
九
月
五
目
に
勘
申
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
史
料

本
（
上
巻
）
中
、
約
三
分
の
一
を
占
め
る
事
例
の
部
分
は
、
も
と
事
例
ば
か

り
の
巻
（
史
料
本
な
ら
ば
下
巻
）
に
入
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

但
し
そ
れ
が
ど
ん
な
順
序
で
入
っ
て
い
た
か
は
い
ま
俄
に
決
定
し
難
く
今
後

の
課
題
と
し
て
残
る
。

　
さ
て
史
料
本
上
巻
の
理
論
的
部
分
に
引
用
さ
れ
た
陰
陽
説
を
み
る
と
、
『
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
よ

撰
陰
陽
書
』
『
群
忌
隆
集
』
『
芳
養
堪
輿
経
』
『
百
忌
暦
』
『
三
元
九
星
暦
』
『
蕎

家
集
』
『
宿
尊
墨
』
『
相
馬
経
』
の
八
種
あ
り
、
こ
の
う
ち
『
三
元
九
星
暦
』

は
円
珍
請
来
の
『
三
元
九
官
』
と
同
じ
か
ど
う
か
明
か
で
な
く
、
『
宿
曜
経
』

を
除
い
て
他
は
伝
わ
ら
ぬ
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
記
事
は
事
例
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
天

皇
・
皇
族
の
御
誕
生
五
十
日
百
日
真
菜
日
、
元
服
日
、
着
袴
日
、
書
始
日
の

事
例
は
風
俗
史
的
に
も
興
味
が
あ
る
が
、
詳
細
は
他
日
に
期
し
た
い
。
ま
た

社
寺
の
造
営
・
造
替
に
つ
い
て
は
他
の
文
献
に
見
え
な
い
も
の
も
あ
っ
て
貴

重
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
中
か
ら
若
干
を
ぬ
き
出
し
て
み
る
と
、
両
本
に
見

え
る
も
の
と
し
て
、
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
十
二
月
十
七
貝
、
白
河
上
皇

御
願
に
よ
る
木
津
薬
浴
の
供
養
、
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
四
月
二
十
九
日

の
鳥
羽
法
皇
御
願
熊
野
本
宮
八
角
九
重
塔
供
養
、
寿
永
三
年
（
1
1
元
暦
元
年
、

一
一
八
四
）
、
平
家
追
討
御
祈
の
五
大
明
王
・
毘
沙
門
営
繕
造
立
が
あ
る
。

こ
と
に
熊
野
本
宮
に
八
角
七
重
塔
が
建
っ
て
い
た
こ
と
は
寡
聞
に
し
て
他
の

班
見
を
知
ら
ず
、
『
一
遍
上
人
絵
伝
』
や
『
熊
野
黒
茶
羅
図
』
に
も
こ
の
よ

う
な
塔
は
見
当
ら
な
い
。
『
百
練
墨
』
に
は
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
三
月

四
日
、
熊
野
本
宮
五
重
塔
の
供
養
の
こ
と
が
見
え
る
か
ら
、
本
宮
に
は
二
基

の
高
層
塔
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
史
料
本
に
の
み
み
え
る
記
事
と
し
て
は

保
安
二
年
（
一
＝
二
）
五
月
二
十
一
日
、
最
勝
寺
で
百
体
の
三
尺
普
賢
延

命
縁
が
造
り
始
め
ら
れ
た
こ
と
、
建
久
四
年
正
月
二
十
九
日
、
最
勝
寺
の
千

体
阿
弥
陀
堂
・
十
一
面
観
音
堂
・
仏
頂
堂
・
彗
星
王
堂
の
修
造
が
公
家
よ
り

沙
汰
せ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
院
政
期
に
営
ま
れ
た
洛
東
白
川
の
六
勝

寺
の
う
ち
、
最
勝
寺
に
つ
い
て
は
不
明
の
こ
と
多
く
、
鳥
羽
天
皇
御
願
と
し

て
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
創
建
、
金
堂
・
薬
師
堂
・
五
大
堂
や
消
磁
基
が

建
て
ら
れ
た
程
度
の
こ
と
し
か
わ
か
つ
い
て
な
い
。
こ
と
に
千
体
阿
弥
陀
堂

と
い
う
大
建
築
が
あ
っ
た
こ
と
は
六
勝
寺
の
他
の
寺
に
例
が
な
く
塞
ぎ
で
あ

る
。
従
来
千
体
阿
弥
陀
堂
は
白
河
千
体
阿
弥
陀
堂
が
『
愚
筆
抄
』
平
治
元
年

（一

鼬
ﾜ
九
）
三
月
二
十
二
日
条
に
載
せ
ら
れ
、

　
　
大
炊
御
門
北
、
讃
岐
院
御
所
、
保
元
戦
場
為
灰
燈
之
跡
、
仏
者
鳥
羽
院

　
　
令
造
立
給
、
為
彼
御
追
福
也

と
あ
り
、
三
尺
の
弥
陀
像
で
、
あ
ち
こ
ち
の
堂
の
仏
像
が
集
め
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
最
勝
寺
の
は
こ
れ
ら
と
は
別
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に

普
賢
延
命
像
が
百
体
つ
く
ら
れ
た
こ
と
も
他
に
例
が
な
い
。
こ
れ
は
一
体
ど

137 （941）



う
い
う
堂
に
ま
つ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
杉
本
の
方
に
の
み
見
え
る
記

事
で
は
大
治
三
年
（
一
　
二
八
）
九
月
二
十
八
日
、
法
勝
寺
で
卵
塔
十
八
万

余
基
が
元
暦
二
年
（
一
文
治
元
年
・
、
　
一
一
八
五
）
八
月
二
十
一
二
日
、
後
白
河

法
皇
に
よ
り
六
条
殿
で
、
五
輪
塔
一
万
基
が
供
養
さ
れ
た
こ
と
、
仁
平
三
年

（一

鼬
ﾜ
三
）
二
月
十
九
日
、
那
智
山
で
鳥
羽
法
皇
御
願
の
供
養
な
ど
が
指

摘
さ
れ
る
。
法
勝
寿
の
小
塔
供
養
は
白
河
上
皇
御
願
と
思
わ
れ
る
が
、
上
皇

は
一
生
の
内
に
供
養
さ
れ
た
小
塔
四
十
四
万
六
千
六
百
三
十
余
輩
（
『
中
右

記
』
大
治
四
、
七
、
十
五
条
）
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
際
の
も
の
は
そ
の

三
分
の
一
以
上
を
占
め
る
大
量
供
養
で
あ
っ
た
。
那
智
山
で
供
養
さ
れ
た
鳥

羽
法
皇
御
願
の
塔
は
ど
ん
な
形
式
の
も
の
で
あ
っ
た
か
他
に
徴
す
べ
き
史
料

が
な
い
。
以
上
ほ
ん
の
極
く
一
部
に
つ
い
て
の
史
料
を
摘
出
し
て
述
べ
た
に

す
ぎ
な
い
が
、
本
書
は
単
に
陰
陽
書
と
し
て
以
外
に
も
重
要
な
史
料
を
含
ん

で
い
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
囚
　
祭
　
文
　
部
　
類

　
本
書
は
若
杉
本
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
陰
陽
道
の
祭
り
十
四
種
を
集
め

た
も
の
で
、
奥
書
に
よ
れ
ぽ
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
八
月
中
安
倍
泰
嗣

が
家
伝
の
祭
文
を
書
写
し
、
ま
と
め
て
伝
奏
権
中
納
言
広
橋
兼
勝
に
差
し
出

し
た
も
の
で
あ
る
。
集
め
ら
れ
た
祭
文
は
左
の
十
四
種
で
あ
る
。

　
　
泰
山
府
君
祭
文
（
永
禄
十
年
二
月
）

　
　
呪
咀
之
返
祭
文
（
天
文
二
十
一
年
四
月
九
日
）

　
　
天
曹
地
府
祭
文
（
弘
治
二
年
五
月
）

　
　
荒
神
之
祭
文
（
天
正
十
7
年
八
月
）

　
　
属
星
祭
文
（
弘
治
二
年
五
月
）

　
　
霊
気
道
断
祭
文
（
弘
治
二
年
五
月
目

　
　
土
公
之
祭
文
（
天
文
九
年
二
月
七
日
）

　
　
地
鎮
祭
文
（
弘
治
二
年
三
月
）

　
　
菅
一
怪
田
莱
集
…
文
（
・
氷
一
一
兀
年
㎜
閾
六
月
）

　
　
河
臨
祭
文
（
文
明
六
年
三
月
八
日
置

　
　
招
魂
之
祭
文
（
弘
治
二
年
三
月
二
十
三
日
）

　
　
大
陰
祭
文
（
寛
喜
三
年
）

　
　
防
戦
火
災
之
祭
文
（
大
永
五
年
十
月
十
四
日
中

　
　
歳
星
祭
文
（
弘
治
二
年
五
月
）

そ
の
あ
と
に
天
社
神
道
関
係
の
項
目
が
く
る
が
、
こ
れ
は
祭
文
部
類
本
来
の

も
の
で
は
な
く
、
あ
と
か
ら
の
付
け
足
し
で
あ
る
。
左
に
そ
の
項
目
を
掲
げ

る
。　

　
天
社
神
道
神
拝
式
、
当
病
加
持
式
、
身
固
式
、
七
三
之
郵
亭
、
威
勢
酒

　
　
秘
章
、
小
児
一
切
除
厄
章
、
八
朔
札
、
薮
目
之
事
、
天
社
神
道
行
事

　
　
（
祭
文
、
橿
水
文
、
上
科
津
祓
、
中
科
津
祓
、
下
科
津
祓
、
善
言
奏
詞

　
　
稼
、
身
曾
貴
太
祓
、
勝
軍
治
要
太
祓
、
善
導
、
変
落
成
浄
清
秋
を
含
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若杉家旧蔵の陰陽書について（村山）

　
　
む
。
）

十
四
種
の
祭
文
中
、
泰
山
府
君
祭
文
・
土
公
祭
文
・
地
鎮
祭
文
は
有
春
の
本

に
よ
っ
た
と
注
記
さ
れ
て
お
り
、
有
春
は
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
陰
陽
頭

と
な
り
、
そ
の
後
、
修
理
大
夫
治
部
卿
従
二
位
に
進
み
、
永
禄
十
二
年
（
一

五
六
九
）
六
月
十
九
日
、
六
十
九
歳
で
残
し
た
。
時
代
順
か
ら
い
え
ば
寛
喜

三
年
（
一
二
三
一
）
の
大
陰
祭
文
が
と
び
離
れ
て
古
く
、
こ
れ
に
つ
い
で
は

文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
の
照
臨
祭
文
、
大
永
五
年
（
一
五
一
一
五
）
の
防
解

火
災
祭
文
が
あ
る
。
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
の
も
の
が
四
通
で
、
天
正
十

一
年
（
一
五
八
三
）
の
荒
神
之
祭
文
が
最
も
新
し
い
。
野
し
い
種
類
の
陰
陽

祭
か
ら
十
四
種
だ
け
を
選
び
出
し
た
の
は
ど
う
い
う
理
由
か
、
当
時
必
要
と

さ
れ
た
も
の
を
取
敢
え
ず
揃
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
と
に
付
加
さ
れ
た
天

社
神
道
に
つ
い
て
は
、
ま
つ
神
拝
式
の
式
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る
。
麗
水
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
な
ど

行
い
「
天
真
名
井
の
清
く
潔
よ
き
豊
水
を
降
し
賜
え
」
と
呪
文
を
唱
え
、
岐

神
を
も
っ
て
陰
陽
、
順
逆
順
、
三
元
九
度
の
加
持
を
し
、
天
元
天
妙
神
変
加

持
・
地
天
地
妙
神
道
加
持
・
人
元
人
妙
神
力
加
持
の
呪
文
を
唱
え
、
祭
文
を

読
み
、
「
謹
請
、
東
方
歳
星
、
南
方
焚
惑
、
西
方
太
白
、
北
方
辰
星
、
中
央

鎮
星
、
各
々
就
降
伏
以
白
」
の
呪
文
を
修
し
、
秘
密
加
持
を
行
う
。
「
天
光

天
妙
神
変
加
持
」
以
下
の
三
加
持
呪
文
は
吉
田
神
道
に
お
け
る
「
天
元
神
変

神
妙
経
」
「
地
元
神
通
神
妙
経
」
「
人
元
神
力
神
妙
経
」
の
三
部
神
経
の
名
称

を
ま
ね
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
当
病
加
持
式
以
下
の
呪
法
護

符
等
も
天
社
神
道
と
は
い
え
、
陰
陽
道
か
ら
と
っ
た
も
の
で
目
新
し
い
と
こ

ろ
は
な
い
。
最
後
に
こ
の
神
道
の
本
体
と
な
る
神
祭
の
次
第
が
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
祭
場
の
有
様
は
南
面
に
壇
を
築
き
、
そ
の
上
に
鳥
居
を
立
て
鈴
を

八
つ
懸
け
る
。
中
央
に
八
方
盆
を
置
き
、
盆
の
中
央
に
大
元
器
を
据
え
、
そ

の
四
方
に
小
水
宮
を
配
し
、
盆
の
北
に
香
花
を
供
え
る
。
壇
の
前
に
座
を
設

け
、
座
の
左
右
に
各
々
七
一
脚
を
立
て
、
祭
文
・
散
米
銭
・
紙
を
左
の
案
に
、

水
器
・
柳
筥
・
神
官
を
右
の
案
に
並
べ
、
壇
の
南
、
案
の
北
、
右
側
に
重
層

　
く
な
ど

・
岐
神
を
竹
筒
に
立
て
て
お
く
。
か
く
て
祭
儀
開
始
と
な
る
。
鳥
居
の
作
法

に
始
ま
り
、
鳥
居
の
鈴
を
十
二
度
振
り
、
拍
手
す
る
。
五
種
加
持
・
六
根
清

浄
加
持
・
諸
神
勧
請
下
文
・
中
距
三
種
の
祓
・
振
鐸
・
拍
手
・
薫
香
、
次
に

「
謹
奉
請
閻
羅
天
子
五
道
冥
官
泰
山
面
罵
」
に
始
ま
る
祭
文
が
読
ま
れ
る
。

祭
文
は
二
、
三
種
あ
る
が
、
醒
水
文
の
祭
文
を
読
む
と
き
は
水
器
を
採
っ
て

水
を
大
元
器
に
移
し
た
り
、
岐
神
を
左
の
手
に
持
つ
。
終
り
に
神
送
文
を
読

み
、
振
粛
十
二
反
、
振
鈴
十
二
度
が
あ
っ
て
式
は
終
る
。
鳥
居
を
立
て
鈴
を

釣
る
し
、
こ
れ
を
鳴
ら
す
こ
と
は
陰
陽
道
の
祭
儀
に
な
い
が
、
振
鐸
は
陰
陽

祭
の
日
鐸
月
鐸
を
振
る
作
法
を
と
り
入
れ
て
お
り
、
大
体
に
お
い
て
天
聖
地

府
・
泰
山
府
君
な
ど
の
陰
陽
祭
に
な
ら
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
天
社
神
道
の
記
事
は
江
芦
後
期
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。
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五
　
文
　
　
肝
　
　
抄

　
宮
内
庁
書
陵
部
に
は
『
文
肝
要
抄
』
の
外
題
で
宝
永
二
年
遅
一
七
〇
五
）

九
月
置
安
倍
泰
福
が
写
し
た
一
本
が
あ
る
が
、
若
杉
本
は
遙
に
古
く
、
書
風

か
ら
み
て
室
町
時
代
に
遡
る
と
推
定
さ
れ
る
。
墨
付
三
十
五
丁
の
冊
子
で
前

欠
、
始
め
の
と
こ
ろ
が
破
れ
て
お
り
、
裏
打
ち
し
て
あ
る
。
宮
内
庁
本
で
は

破
れ
た
状
態
を
線
で
示
し
、
あ
る
い
は
破
損
し
、
字
見
え
ず
と
記
さ
れ
て
い

て
多
分
は
若
杉
本
を
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
百
四
十
九
種
に
上

る
陰
陽
道
の
祭
り
や
作
法
儀
礼
に
つ
い
て
肝
要
な
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
、

先
例
・
口
伝
・
各
種
陰
陽
道
関
係
典
籍
が
引
用
さ
れ
、
図
が
挿
入
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
い
ま
み
ら
れ
る
部
分
は
九
十
七
番
目
か
ら
百
四
十
九
番

目
ま
で
五
十
三
の
項
目
で
、
祭
り
は
若
干
注
記
の
な
い
も
の
を
除
き
、
大
法

・
中
法
・
下
法
（
古
法
）
の
三
段
階
に
分
け
て
示
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
九

十
七
の
項
目
の
前
に
「
血
肝
七
四
」
の
標
題
が
見
え
る
か
ら
、
歯
欠
の
部
分

は
『
文
肝
抄
』
の
一
か
ら
三
ま
で
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
「
文
星
抄
四
」
の
文
字

の
あ
と
、
九
十
七
か
ら
百
四
十
九
ま
で
の
項
昌
の
目
次
が
お
か
れ
た
最
後
の

箇
所
に
「
於
禁
裏
井
春
宮
御
所
勤
祭
礼
事
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
次
に
「
見
文

肝
抄
第
一
世
俗
雑
事
部
」
と
あ
る
か
ら
、
第
一
部
は
必
ず
し
も
陰
陽
道
の
専

門
事
項
に
限
ら
な
い
一
般
的
心
得
や
知
識
に
宛
て
ら
れ
、
第
二
部
か
ら
が
陰

陽
道
の
祭
り
や
作
法
な
ど
大
切
な
専
門
の
部
門
に
相
当
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
若
杉
本
は
表
紙
の
上
に
さ
ら
に
厚
表
紙
を
つ
け
「
家
伝
書
　
丙
」
と
記

し
て
あ
り
、
秘
伝
書
と
し
て
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
奥
書
が
な
い
の
で
一
切
不
明
だ
が
、
内
容
を
検
す

る
に
、
年
号
と
し
て
最
も
新
し
い
と
こ
ろ
は
二
二
、
属
星
祭
の
条
に
建
治
四

年
（
ー
ー
弘
安
元
年
、
一
二
七
八
）
二
月
十
七
日
、
四
角
四
韻
祭
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
記
し
た
も
の
で
、
こ
れ
か
ら
推
せ
ば
、
成
立
は
鎌
倉
後
期
、
十
三
世

紀
末
を
遡
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
書
の
中
に
出
て
く
る
人

物
が
殆
ん
ど
賀
茂
氏
の
人
々
で
あ
る
こ
と
も
興
味
を
惹
く
。
百
十
八
井
霊
祭

の
条
に
「
在
明
曾
祖
父
御
荘
云
」
と
し
て
書
名
が
出
さ
れ
、
百
十
五
石
鎮
祭

の
条
に
「
祖
父
書
入
之
」
と
あ
り
、
百
廿
大
将
軍
祭
の
条
に
「
親
父
仰
」
の

油
記
見
え
、
九
十
七
五
帝
並
四
海
神
祭
の
条
に
、
「
亡
父
在
直
」
と
あ
っ
た

り
し
て
、
曾
祖
父
・
祖
父
・
親
父
・
亡
父
と
呼
ぶ
嬉
々
の
書
き
遺
し
た
も
の
、

あ
る
い
は
口
伝
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
『
系
図
纂
要
』
か

ら
関
係
の
部
分
を
摘
録
す
る
（
○
印
は
本
書
に
名
前
の
出
る
人
物
）
。

　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
在
宣
－
在
親
　
　
在
明
一
在
直
－
在
統
－
在
彦

　
　
　
　
む

i
在
尚
－
在
言
i
在
遠

O

右
の
系
図
に
よ
る
と
、

で
あ
り
、

　
］

在。

材

一
理
継
－
羽
翼
－
在
兼
－
万
障
i
墨
筆

　
　
　
　
　
『
曾
祖
父
幽
明
御
抄
』
を
引
い
た
人
は
在
彦
か
在
材

「
亡
父
下
直
」
と
記
し
た
人
は
在
統
で
あ
る
。
在
明
は
内
匠
頭
暦
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博
士
陰
陽
頭
正
四
位
上
、
在
直
は
図
書
頭
大
舎
人
頭
暦
博
士
で
仁
治
元
年

（
＝
一
四
〇
）
御
暦
奏
に
関
し
安
倍
氏
の
干
渉
に
抗
議
し
た
人
で
あ
る
。
在
統

は
暦
博
士
権
陰
陽
博
士
、
在
彦
は
兵
庫
頭
大
膳
大
夫
暦
博
士
正
四
位
下
、
在

材
は
主
計
頭
漏
刻
博
士
権
暦
博
士
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
前
記
年
号
と
し
て

最
も
新
し
く
出
て
く
る
建
治
四
年
以
下
の
記
事
の
中
に
画
図
書
面
在
言
の
名

が
見
え
る
が
、
『
系
図
纂
要
』
で
は
主
計
頭
陰
陽
頭
正
四
位
下
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
数
名
の
賀
茂
氏
の
人
々
中
、
最
も
蒋
代
の
下
っ
た
人
物
と
な
る
と
在

彦
か
在
材
で
、
百
十
一
直
写
火
災
祭
の
条
に
は
、
「
門
並
街
上
」
云
々
と
し

て
人
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
決
定
的
根
拠
と
は
な
し
え
な

い
に
し
て
も
今
の
と
こ
ろ
此
前
が
本
書
の
編
者
と
し
て
最
有
力
視
さ
れ
よ
う
。

　
以
下
九
十
七
番
目
か
ら
百
四
十
九
番
目
ま
で
五
十
三
の
項
目
に
つ
い
て
、

少
々
煩
わ
し
い
が
、
未
知
の
興
味
深
い
記
事
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
あ
ら
ま

し
説
明
し
て
ゆ
き
た
い
。

〔
九
七
〕
五
帝
並
四
海
神
祭
（
大
法
）
撫
物
は
鏡
。
た
ま
に
し
か
行
わ
れ
な

　
い
。
在
支
が
い
う
に
は
仁
治
元
年
（
＝
一
四
〇
）
八
月
二
十
八
日
、
こ
の

　
祭
り
を
勤
仕
し
た
が
、
賀
茂
氏
先
祖
、
保
憲
・
在
憲
等
が
勤
仕
し
て
以
来

　
の
も
の
で
あ
る
。
（
在
支
な
る
人
物
は
賀
茂
氏
の
系
図
に
見
え
な
い
。
）
安

　
倍
季
尚
（
既
出
孝
重
の
子
）
は
先
祖
晴
明
が
勤
仕
し
た
も
の
だ
と
主
張
し

　
た
が
全
く
の
嘘
で
あ
る
。
鏡
一
面
が
中
央
の
棚
に
置
か
れ
、
宗
春
が
九
星

　
反
閑
を
行
っ
た
。
亡
父
在
直
も
こ
の
祭
を
勤
め
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
ら

は
門
徒
家
事
の
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。
五
帝
祭
の
み
な
ら
ば
反
閑

は
な
い
。
こ
の
祭
り
の
条
は
所
々
魔
睡
の
た
め
判
読
し
難
い
箇
所
が
あ
る
。

賀
茂
思
掛
や
宗
春
・
家
繁
等
の
人
物
に
つ
い
て
は
詳
か
で
な
い
。
仁
治
元

年
（
＝
一
四
〇
）
の
祭
の
用
物
と
し
て
、
名
香
・
雑
香
・
時
花
・
花
水
・

蜜
・
油
・
火
珠
・
鏡
・
燈
台
・
五
流
幡
・
箭
・
干
覆
・
隣
菓
子
・
醗
酒
・

鉋
・
堅
魚
・
馬
や
案
脚
・
畳
・
長
棲
・
続
松
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

〔
九
八
〕
北
極
玄
宮
祭
　
安
倍
家
で
は
玄
宮
北
極
祭
と
い
う
。
撫
物
は
鏡
。

竜
座
二
十
一
前
、
精
進
。
翼
状
は
読
ま
な
い
。
精
進
三
か
日
、
童
心
第
三

日
の
暁
に
祭
る
。

〔
九
九
〕
一
二
万
六
千
神
祭
（
山
人
法
）
　
　
”
撫
漕
物
は
鏡
。
神
座
一
四
十
九
晶
朋
、
精
進
。

　
『
鳳
国
儀
』
な
る
文
献
名
が
み
え
る
。

〔一

Z
〇
〕
天
地
災
変
祭
　
撫
物
は
鏡
。
神
座
三
十
七
座
、
白
船
．
白
馬
を

用
い
る
。
魚
味
。

〔一

Z
一
〕
地
吊
庚
奴
ホ
（
大
法
）
撫
物
は
鏡
。
諸
袖
二
十
－
孤
座
。

〔一

Z
二
〕
属
星
祭
　
撫
物
は
鏡
。
藁
座
七
前
（
又
は
八
前
）
、
精
進
。

〔一

Z
三
〕
雷
公
祭
（
大
法
）
撫
物
は
鏡
。
神
座
五
前
、
魚
味
、
北
野
社
右

近
馬
場
に
て
行
わ
れ
る
。

〔一

Z
四
〕
風
伯
祭
（
風
神
祭
）
撫
物
な
し
。
神
璽
事
前
、
魚
味
、
牛
一
頭
、

白
鶏
一
羽
用
意
、
甲
子
日
に
は
行
わ
な
い
。

〔一

Z
五
〕
海
若
祭
（
海
神
斎
籠
）
（
大
法
）
撫
物
は
鏡
。
神
座
五
前
、
魚
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味
、
甲
子
の
歳
に
行
う
、
弘
長
元
年
（
＝
一
六
一
）
に
は
在
清
が
勤
め
た
。

〔
一
〇
六
〕
五
主
祭
（
清
雨
祭
）
（
大
法
）
撫
物
は
鏡
。
神
泉
苑
で
行
う
、

神
座
五
前
（
大
治
三
年
、
家
栄
が
行
っ
た
と
き
の
図
で
は
二
十
九
座
あ
る

が
、
稀
な
例
で
あ
ろ
う
。
）
魚
味
、
五
色
の
龍
神
像
図
十
五
鋪
が
用
意
さ

れ
、
高
さ
五
尺
長
さ
七
尺
の
棚
を
五
基
設
け
る
。
寛
治
三
年
　
（
一
〇
八

九
）
五
月
十
六
日
道
言
が
用
意
し
た
も
の
は
広
さ
四
尺
で
あ
っ
た
。
供
物

は
龍
神
像
図
以
外
は
焼
か
ず
に
池
に
入
れ
る
。
赤
色
の
装
束
は
用
い
な
い
。

斎
籠
は
三
日
間
で
毎
夜
祭
り
が
行
わ
れ
る
。

〔一

Z
七
〕
天
曹
楽
府
祭
（
六
道
冥
官
祭
、
冥
道
祭
）
（
中
法
）
撫
物
は
鏡
。

神
座
十
前
、
精
進
。

〔一

Z
八
〕
泰
山
細
君
祭
（
中
法
）
撫
物
は
鏡
。
神
座
十
二
前
、
精
進
、
都

状
は
読
ま
な
い
。
一
名
七
献
上
章
と
呼
ぶ
。
先
例
に
関
し
て
『
在
継
記
』

な
る
も
の
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

〔
一
〇
九
〕
大
土
公
祭
（
中
法
）
撫
物
な
し
。
神
座
五
前
、
魚
味
。

〔一

黶
Z
〕
小
土
公
祭
（
塵
土
公
祭
）
（
下
法
）
撫
物
な
し
。
神
座
五
前
、

魚
味
。

〔一

鼈
黶
l
防
解
火
災
祭
　
無
物
は
鏡
。
神
座
飯
前
。
但
し
五
帝
座
五
前
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
の
え

加
え
十
六
座
と
す
る
こ
と
あ
り
。
壬
（
北
）
の
方
に
向
っ
て
行
う
、
桐
の

木
に
河
伯
神
像
を
書
き
、
寝
殿
四
角
に
置
き
、
水
星
神
符
は
難
物
ご
と
に

ひ
の
え

丙
（
南
）
の
方
に
之
を
打
つ
、
あ
る
い
は
壬
癸
の
二
つ
の
船
を
寝
殿
の
上

に
置
く
、
河
伯
像
・
水
星
符
を
桃
の
札
五
枚
に
書
く
、
但
し
南
の
方
角
を

避
け
る
。
火
藤
人
（
は
こ
べ
ら
）
を
瓶
一
口
に
入
れ
、
壬
（
北
）
方
に
、

景
天
草
人
（
べ
ん
け
い
そ
う
）
を
瓶
一
口
に
入
れ
て
丙
（
南
）
の
方
に
埋

め
、
天
井
に
は
壬
丙
両
方
に
船
一
三
宛
安
置
す
る
。
以
上
の
ほ
か
、
在
材

私
に
言
う
、
と
し
て
、
あ
る
説
に
は
二
艘
の
船
に
草
を
植
え
た
土
瓶
を
具

え
て
梁
上
に
あ
げ
る
と
い
う
。
四
方
防
禦
火
災
祭
は
四
方
に
お
い
て
四
人

が
勤
め
、
馬
を
三
反
引
廻
す
。

〔一

≠
ｲ
大
鎮
祭
（
地
鎮
祭
）
（
忍
法
）
撫
物
な
し
。
神
座
八
前
、
精
進
、

東
は
麦
、
南
は
黍
、
西
は
粟
、
北
は
大
豆
、
中
央
は
米
の
供
物
な
ら
び
に

青
赤
白
黒
の
玉
各
一
個
、
黄
玉
四
個
、
箭
十
二
隻
を
用
意
し
て
祭
る
。
祭

り
の
あ
と
青
玉
と
幣
供
物
を
卯
の
方
（
東
）
築
垣
の
内
、
犬
走
の
外
に
深

く
穴
を
掘
っ
て
埋
め
る
。
他
の
玉
や
供
物
も
同
様
で
、
中
央
は
橋
隠
の
前
、

雨
打
の
外
に
穴
を
掘
っ
て
深
く
埋
め
る
。
『
雑
面
』
な
る
文
献
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。

〔一

R
ニ
〕
七
十
二
星
鎮
祭
　
撫
物
な
し
。
平
座
七
十
二
座
、
精
進
、
符
の

入
っ
た
横
を
黄
糸
で
結
び
、
四
方
に
子
午
卯
酉
の
字
を
書
い
て
梁
の
上
に

置
く
。
鴨
居
殿
（
ど
う
い
う
建
物
か
知
ら
な
い
）
御
渡
の
と
き
、
永
久
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら

年
（
一
一
一
七
）
六
月
二
十
六
日
子
刻
、
光
平
が
勤
め
た
。
祭
の
あ
と
白

け
の
か
め

宇
角
二
口
を
三
尺
の
長
絹
で
蔽
い
、
寝
殿
中
央
梁
の
上
に
置
い
た
。

〔一

齊
l
〕
西
嶽
真
人
鎮
　
撮
物
な
し
。
精
進
、
神
像
あ
り
、
在
直
の
仰
せ
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に
、
あ
る
図
に
五
位
衣
冠
の
神
像
を
造
っ
て
瓶
に
入
れ
、
南
に
向
っ
て
立

て
梁
上
に
置
く
。
同
じ
く
梁
上
七
十
二
星
符
と
二
人
と
名
づ
け
た
蝋
を
ぬ

っ
た
長
さ
九
寸
の
人
形
を
置
く
。

〔一

鼬
ﾜ
〕
石
階
祭
　
神
座
五
前
　
青
赤
白
黒
黄
の
石
と
米
・
大
豆
・
麦
・

黍
・
莚
・
薦
・
続
松
を
用
意
す
る
。

〔一

齪
Z
〕
炭
鎮
（
論
法
）
　
炭
五
十
斤
を
用
意
。
永
久
五
年
の
『
光
平
記
』

に
、
侍
所
西
、
竹
藪
に
埋
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

〔一

齊
ｵ
〕
堂
…
塔
寺
鎮
　
神
座
五
前
王
は
八
前
、
五
色
の
玉
、
瓶
・
箭
（
十

二
隻
）
を
用
意
。

〔一

齡
ｪ
〕
井
霊
祭
（
中
法
）
　
撫
物
な
し
。
神
座
五
前
、
魚
味
。
生
鶏
一

羽
・
酒
手
斗
・
米
三
斗
・
五
色
幡
五
・
薦
五
枚
・
絹
一
疋
を
用
意
。
『
在

明
曾
祖
父
の
御
薄
』
な
る
文
献
が
見
え
る
。

〔一

鼡
縺
l
厩
鎮
祭
付
牛
宅
鎮
祭
　
神
座
五
前
、
石
九
十
・
牛
宅
厩
輝
石
五
十

と
長
さ
五
寸
の
桃
板
に
書
い
た
符
を
用
意
す
る
。
祭
り
の
あ
と
五
方
に
穴

を
掘
り
堅
手
ご
と
に
耳
石
三
十
六
個
・
梗
米
二
合
・
酒
一
合
・
紙
一
枚
・

猿
皮
一
枚
・
呪
符
一
枚
を
埋
め
る
。

〔
＝
一
〇
〕
大
将
軍
祭
（
中
藍
）
撫
物
は
鏡
。
魚
味
（
「
親
父
の
仰
せ
」
で

は
精
進
の
説
も
あ
り
）
神
像
図
（
長
さ
三
尺
）
一
興
を
北
方
に
向
っ
て
祭

る
。
遷
幸
・
移
徒
並
び
に
そ
の
方
、
解
謝
の
と
き
に
祭
る
。

〔
＝
二
〕
王
相
祭
（
中
法
）
撫
物
は
鏡
。
神
座
十
二
前
、
魚
味
、
黄
牛
一

頭
用
意
。
大
将
軍
祭
に
同
じ
。

〔一

�
�
l
代
厄
祭
（
中
墨
）
撫
物
御
衣
。
神
座
関
前
、
魚
味
、
節
分
重
厄

の
と
き
祭
る
。
赤
馬
一
匹
と
梢
（
青
）
桐
（
赤
）
楊
（
黄
）
錫
（
白
）
桃

　
（
黄
）
蒲
（
青
）
蔑
（
緑
）
を
用
意
。
こ
れ
ら
は
「
祖
父
の
仰
せ
」
と
記

　
　
　
　
　
　
べ
つ

さ
れ
て
い
る
。
蔑
は
竹
の
皮
。

〔一

�
O
〕
鬼
気
祭
（
続
重
訂
）
（
下
法
）
付
大
鬼
気
祭
　
撫
物
な
し
。
神
門
十

二
前
、
魚
味
、
灰
を
少
々
用
意
。
建
仁
元
年
（
＝
一
〇
一
）
四
角
四
堺
で

こ
の
祭
を
執
行
。
内
裏
の
四
角
と
は
差
樽
・
大
枝
・
龍
花
・
山
崎
で
あ
る
。

大
鬼
気
祭
は
牛
皮
一
枚
が
必
要
。

〔
＝
一
四
〕
河
臨
祭
（
下
法
）
撫
物
は
御
衣
。
神
座
豊
前
、
魚
味
。
人
形
も

用
い
、
七
瀬
上
巳
種
に
も
行
わ
れ
る
。
祭
り
を
依
頼
す
る
主
人
が
祭
り
に

出
る
場
合
は
撫
物
の
代
り
に
人
形
・
大
全
佐
・
幡
等
の
ほ
か
、
船
一
艘
、

車
形
一
つ
を
用
意
す
る
。

〔
＝
一
五
〕
大
中
瞭
秋
（
千
度
穣
・
産
秋
・
諸
病
祓
に
行
う
）
　
治
承
二
年

　
（
一
一
七
八
）
九
月
十
三
日
に
高
倉
天
皇
中
宮
の
た
め
千
度
祓
を
行
っ
た

例
が
あ
る
。

〔
＝
一
六
〕
呪
咀
祭
　
撫
物
は
衣
。
神
座
五
前
あ
る
い
は
九
前
、
二
十
四
前

の
説
も
あ
り
、
魚
味
、
幡
二
本
、
人
形
が
用
意
さ
れ
る
。
息
災
祈
願
・
病

気
・
産
事
に
行
う
。
反
閥
あ
り
。
大
刀
・
生
魚
・
黄
人
・
華
人
・
鉄
人
・

五
色
幣
・
箭
（
十
二
隻
）
・
鹿
皮
・
黄
皮
・
五
穀
な
ど
も
必
要
で
あ
る
。
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〔一

�
ｵ
〕
霊
気
祭
（
霊
気
断
祭
、
天
盛
祭
）
（
中
陰
）
撫
物
は
衣
。
神
座

七
前
、
嵯
織
六
道
に
て
之
を
行
う
。
用
意
す
る
も
の
時
花
・
龍
脳
香
・
時

菓
子
・
五
色
糸
・
白
鶏
・
瓶
子
。

〔一

�
ｪ
〕
九
曜
祭
　
撫
物
鏡
。
神
門
八
前
、
精
進
、
北
に
向
っ
て
祭
る
。

火
曜
祭
・
土
霊
祭
は
南
、
水
曜
祭
は
北
、
日
雷
雲
・
木
曜
祭
は
東
、
月
醒

祭
は
西
の
方
に
向
っ
て
祭
る
。

〔
＝
一
九
〕
百
怪
祭
（
中
法
）
　
撫
物
鏡
。
神
座
五
前
、
魚
味
、
白
鶏
一
羽

用
意
し
東
に
向
っ
て
祭
る
。
野
々
如
律
令
の
護
符
を
朱
書
し
、
寝
殿
五
方

に
打
ち
つ
け
る
。

〔一

O
〇
〕
招
魂
祭
　
撫
物
衣
。
神
座
五
前
、
魚
味
、
幡
五
本
用
意
、
北
向

に
祭
る
。
息
災
病
事
、
光
物
の
と
き
祭
る
。

〔
＝
三
〕
夢
祭
（
悪
夢
祭
）
（
下
法
）
撫
物
鏡
。
神
座
九
前
、
魚
味
、
坤

の
方
に
向
っ
て
祭
る
。

〔
＝
曇
ご
寵
神
祭
　
礁
忍
な
し
。
下
座
十
二
前
、
魚
味
、
竈
を
め
ぐ
っ
て

四
方
に
四
墓
の
棚
が
設
け
ら
れ
、
鯛
・
鯉
・
鶏
な
ど
が
供
え
ら
れ
る
。
竃

の
前
で
鬼
気
祭
の
如
く
祭
る
。
こ
の
条
に
「
春
秋
神
者
内
外
氏
神
也
、
八

嶋
老
竈
神
也
、
豆
殿
者
氏
神
也
、
山
畠
産
神
也
、
清
所
者
妙
見
也
、
皆
為

熟
神
、
守
護
主
人
云
々
」
の
文
あ
り
、
産
神
が
山
神
で
あ
る
こ
と
、
産
神

　
・
竈
神
・
妙
見
は
す
べ
て
薮
神
に
な
る
と
説
か
れ
て
お
り
、
民
俗
学
的
に

も
注
目
す
べ
き
信
仰
で
あ
る
。
こ
の
祭
り
に
は
忌
む
べ
き
β
が
列
挙
さ
れ

て
い
る
。
宜
秋
門
院
立
盾
初
度
の
御
神
祭
は
在
宣
の
勘
申
に
基
づ
き
、
建

久
元
年
（
一
一
九
〇
）
四
月
三
十
日
行
わ
れ
た
。
そ
の
他
在
宣
の
口
伝
が

数
々
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

〔一

O
三
〕
荒
神
祓
　
撫
物
は
衣
。
神
座
五
前
、
魚
味
、
棟
を
以
て
十
二
破

陣
、
注
連
を
以
て
三
重
に
こ
れ
を
引
く
と
あ
る
の
は
祭
場
結
界
を
意
味
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
座
五
前
に
は
座
ご
と
に
荒
神
の
絵
像
を
懸
け
、
精

進
を
供
え
る
。
こ
れ
は
在
明
の
と
き
の
例
で
あ
る
が
、
在
清
は
高
座
と
し
、

魚
味
を
供
え
た
。
供
え
物
と
祝
の
間
五
丈
余
、
祝
と
主
人
の
間
は
三
野
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
き

か
り
間
隔
を
と
る
。
祭
の
主
人
は
人
形
・
菅
貫
を
執
り
、

　
ト
シ
ヲ
ヘ
テ
身
ヲ
サ
マ
タ
ク
ル
ア
ラ
神
ノ
ミ
ナ
サ
リ
ハ
テ
ヌ
チ
ョ
ノ
ト

　
ヒ
セ
ソ

の
歌
を
三
反
調
す
る
。
つ
ぎ
に
祭
官
が
菅
貫
を
行
い
人
形
を
流
し
反
閑
・

越
縄
を
修
し
、
つ
ぎ
に
主
人
は
縄
を
起
し
、
著
衣
を
ぬ
ぎ
す
て
、
来
た
道

と
は
別
の
道
を
通
り
、
後
を
振
り
返
え
ら
ず
に
帰
る
の
で
あ
る
。
祭
神
は

元
来
聖
意
的
な
も
の
だ
が
、
巫
祝
・
陰
陽
師
の
祭
り
に
な
り
、
河
臨
祭
に

似
た
も
の
で
あ
る
。

雲
三
四
〕
四
十
八
鬼
窟
（
中
毒
）
撫
物
衣
。
藁
座
四
十
八
前
、
魚
味
、
人

別
脱
衣
と
懸
符
が
用
意
さ
れ
る
。
五
天
王
（
出
頭
頼
咤
天
王
・
毘
留
縛
天

王
・
比
三
又
天
王
・
毘
沙
門
天
王
・
大
弁
才
天
女
）
の
棚
を
中
央
に
青
赤

黒
白
各
十
二
座
の
書
棚
を
四
方
に
し
つ
ら
え
、
御
明
・
洗
米
・
香
花
・
菓

144 （948）



若杉家陥蔵の陰陽書について（村山）

子
・
五
色
の
幡
を
供
え
る
。

〔一

O
五
〕
大
散
供
（
下
法
）
　
撫
物
あ
り
。
神
座
五
前
、
精
進
。

〔一

O
六
〕
水
神
祭
（
下
法
）
　
撫
物
は
水
色
衣
。
神
辺
六
前
、
魚
味
。
太

刀
一
、
銭
六
百
、
鳩
羽
七
枚
を
用
意
す
る
。
鳩
羽
と
は
何
を
意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

〔
＝
ご
七
〕
痢
病
祭
　
撫
物
は
青
色
衣
。
上
座
八
前
、
魚
味
、
「
四
時
水
、

尿
急
々
」
と
書
い
た
呪
符
を
呑
み
下
せ
ば
大
吉
。

〔
＝
二
八
〕
本
命
祭
　
撫
物
は
鏡
。
神
座
十
二
前
あ
る
い
は
二
十
五
前
、
精

進
。
賀
茂
保
憲
が
安
和
二
年
（
九
六
九
）
勤
め
た
。
嘉
応
二
年
（
一
一
七

〇
）
十
月
二
十
八
日
、
在
憲
勤
仕
の
と
き
は
二
十
五
前
で
あ
っ
た
。

〔一

O
九
〕
大
歳
八
神
祭
（
中
戸
）
　
神
座
二
十
二
前
、
北
向
に
ま
つ
る
。

遷
幸
や
造
作
・
移
徒
の
と
き
祭
る
。
魚
味
の
祭
り
と
思
わ
れ
る
。

〔一

l
〇
〕
小
児
祭
（
加
利
器
母
祭
）
神
座
五
前
、
子
供
の
病
気
に
祭
る
、

中
央
に
加
利
底
母
（
詞
利
帝
母
）
の
座
、
四
方
に
先
祖
御
霊
座
・
生
土
神

紙
座
・
産
見
産
出
座
・
内
外
氏
神
座
を
設
け
て
祭
る
。

〔一

l
一
〕
四
十
二
座
呪
咀
祭
　
撫
物
衣
。
魚
味
。

〔一

l
二
〕
鷺
祭
　
鷺
が
人
家
に
い
る
と
き
祭
る
、
神
主
四
壁
。
永
久
五
年

　
（
一
一
一
七
）
三
月
二
十
六
日
、
鷺
が
土
御
門
皇
居
に
い
た
と
き
、
四
月

三
日
に
こ
の
祭
り
あ
り
、
五
座
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
故
殿
」
が
在
憲
の

本
を
写
さ
れ
た
と
き
の
記
録
に
見
え
る
。
百
果
祭
と
同
様
の
祭
り
で
あ
る
。

別
に
解
鷺
怪
祭
の
口
伝
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
神
座
五
前
、
銭
形
五
十

　
（
五
色
）
、
五
色
絹
幣
五
本
、
鷺
形
一
、
鵜
形
一
、
桃
平
門
張
、
葦
矢
二

隻
を
用
意
す
る
。
保
安
二
年
（
一
一
二
一
）
六
月
二
十
日
、
土
御
門
内
裏

に
て
賀
茂
家
栄
が
勤
仕
し
た
。

〔一

l
三
〕
八
卦
諸
神
祭
　
神
座
五
前
、
待
賢
門
院
の
法
金
剛
院
東
町
で
犯

土
造
作
あ
り
、
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
二
月
十
二
日
、
「
内
匠
殿
」
が

勤
仕
し
た
例
あ
り
。

〔一

l
四
〕
和
合
祭
　
神
二
六
前
（
一
説
に
陽
曲
星
・
等
星
の
二
三
と
も
す

る
）
撫
物
衣
。
精
進
。
六
界
な
ら
魚
味
、
二
座
な
ら
精
進
。
陰
陽
道
・
宿

二
道
の
両
流
儀
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

二
四
五
〕
宇
賀
祭
（
下
法
）
撫
物
な
し
。
神
語
二
前
、
魚
味
。
乾
の
方
に

向
っ
て
祭
る
。

〔一

l
六
］
天
下
一
同
翼
翼
祓
　
臨
時
の
祭
り
で
あ
る
。

〔一

l
七
〕
軽
服
時
行
幸
反
閑

〔一

l
八
〕
丙
寅
日
曝
星
祭

〔一

l
九
〕
身
固
作
法
　
刀
を
執
り
、
師
子
前
盛
を
結
び
、
志
田
の
裏
で
執

刀
呪
コ
暑
是
天
帝
所
使
執
持
金
刀
、
此
刀
非
凡
常
之
刀
、
百
練
血
刀
此
刀

一
下
何
鬼
不
嫁
、
何
病
不
愈
、
千
妖
万
邪
十
二
消
除
、
急
々
如
律
令
」
を

説
す
る
。
聴
し
終
っ
て
左
右
両
手
、
背
（
こ
れ
を
三
所
と
名
づ
け
る
）
に

乗
法
を
ほ
ど
こ
す
。
あ
と
「
麗
急
目
撃
律
令
」
の
符
を
書
き
、
ま
た
刀
を
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執
っ
て
師
子
等
印
を
結
び
、
「
天
為
漁
父
地
為
我
母
、
在
六
合
之
中
、
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
斗
北
斗
三
台
玉
女
、
左
青
龍
右
白
虎
前
朱
雀
後
玄
武
、
前
後
扶
警
急
々
如

　
律
令
」
の
呪
を
遷
す
る
。
騒
々
如
律
令
の
「
急
襲
」
は
万
物
の
物
名
、
「
如

　
」
は
三
世
如
来
の
仏
名
、
「
律
」
は
一
切
並
に
惣
名
、
「
令
」
は
悪
鬼
の
惣

　
名
の
意
で
こ
れ
は
「
円
満
院
の
仰
」
と
あ
る
。
寺
門
派
で
仏
教
的
解
釈
を

　
付
会
し
た
陰
陽
師
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
事
文
類
聚
』
（
宋
の
祝
穆
及
び

　
元
の
冨
大
紫
編
）
や
『
雑
用
集
』
な
ど
の
文
献
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
身

　
固
作
法
は
本
稿
の
「
小
鮮
閑
作
法
」
の
と
こ
ろ
で
説
明
し
た
安
倍
氏
の
護

　
身
法
と
比
較
し
て
み
る
と
面
白
い
。

〔
番
外
〕
山
神
祭
　
　
「
ヲ
コ
シ
」
（
お
こ
ぜ
）
を
供
え
て
祭
る
。

〔
番
外
）
離
別
祭
　
撫
物
衣
。
神
座
五
前
（
一
説
に
七
座
）
魚
味
。

以
下
、
左
の
項
目
が
あ
る
が
、
何
れ
も
そ
の
内
容
は
簡
単
な
も
の
で
、
こ
こ

に
は
省
く
。

　
御
祓
勤
仕
時
装
束
事
　
　
『
内
匠
記
』
な
る
も
の
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
御
祓
時
笏
持
様
事

　
七
瀬
御
託
著
束
帯
事

　
御
稜
勤
仕
之
晴
被
差
笏
事

　
百
日
御
穣
二
五
月
井
寅
日
結
願
例

右
の
五
十
三
種
の
陰
陽
祭
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
、
大
法
・
中
法
・
下
法

（
少
弟
）
の
別
が
つ
け
ら
れ
、
虫
損
で
何
れ
と
も
わ
か
ら
ぬ
も
の
、
全
く
何

の
表
示
の
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
恐
ら
く
墓
本
的
に
は
す
べ
て
の
祭
り
が
ラ

ン
ク
づ
け
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
雪
笹
地
府
祭
・
泰
山
書
置
祭
が
中
袴
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
祭
り
を
最
重
要
視
す
る
安
倍
氏
へ
の
対
抗
意
識

が
あ
る
よ
う
で
、
賀
茂
氏
で
は
敢
て
中
法
に
格
下
げ
し
、
五
帝
祭
・
四
海
神

祭
や
海
若
祭
・
空
誉
祭
等
を
大
法
と
し
て
重
要
視
し
た
。
撫
物
は
鏡
が
多
く
、

芯
無
・
外
法
で
は
衣
類
も
用
い
ら
れ
る
。
土
地
や
家
屋
の
鎮
祭
に
関
す
る
も

の
は
撫
物
不
要
で
あ
る
。
と
く
に
興
味
が
あ
る
の
は
精
進
と
魚
味
の
二
種
の

祭
り
が
あ
る
こ
と
で
、
前
者
十
一
種
に
対
し
、
後
者
は
三
十
種
を
数
え
、
陰

陽
道
の
祭
り
が
神
舐
・
道
教
・
密
教
の
習
合
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て

い
る
。
精
進
祭
は
い
う
ま
で
も
な
く
密
教
か
ら
来
た
も
の
だ
が
、
荒
神
祓
の

ご
と
き
は
魚
味
の
祭
で
あ
る
。
今
後
こ
れ
ら
の
祭
り
の
一
つ
一
つ
を
安
倍
氏

の
流
儀
と
比
較
す
れ
ぱ
さ
ら
に
興
味
あ
る
事
実
が
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
固
有
の
民
俗
行
事
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
こ
れ
ら
陰
陽
道
祭
を

知
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
解
釈
が
出
て
く
る
可
能
が
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味

か
ら
『
文
肝
抄
』
の
史
料
的
価
値
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

　
後
記
本
稿
は
昭
和
六
十
一
年
正
月
八
日
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
で
行

　
　
　
　
つ
た
講
演
の
中
か
ら
、
序
論
的
部
分
を
省
略
し
、
残
り
に
つ
い
て

　
　
　
　
修
正
を
ほ
ど
こ
し
、
新
た
に
推
敲
を
加
え
て
相
当
の
補
筆
を
行
い

　
　
　
　
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
学
院
大
学
教
授
高
槻

146 （950）




